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はじめに 

 

 

日本は、平成 29（2017）年 5月 22日に、名古屋議定書（正式名称：生物の多

様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正

かつ衡平な配分に関する名古屋議定書）を締結しました。 

同年 8月 20日には、議定書が国内において効力を発し、同時に国内措置であ

る、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

に関する指針」（ABS指針）が施行されました。 

 

ABS指針の施行により、名古屋議定書締約国から議定書の枠組みに則って遺伝

資源を適法取得した際に、環境大臣への報告が必要となりました。 

本手引きは、海外から遺伝資源を取得し国内に持ち込む方や、海外由来の遺伝

資源を国内で利用する方に対し、ABS指針に適切に対応していただくため、指針

に基づく報告の具体的な手順を解説したものです。 

 

本手引きは、ABS指針の運用状況や利用者からの声を踏まえて、随時改訂して

いく考えです。ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ窓口までご連絡を

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室 

電話：03-5521-8150 FAX：03-35951-3228 

電子メール：bio-abs@env.go.jp 

所在地：〒100-8975  東京都千代田区霞が関 1-2-2中央合同庁舎 5号館
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１．用語 

本書で用いる用語は次のとおりです。 

[]内は、略語に対応する英語の正式名称を表しています。 

用語 説明 

ABS  遺伝資源の取得の機会（Access）及びその利用から生ずる利益の配分

（Benefit-Sharing）を巡る国際的な問題領域。 

名古屋議定書 生物多様性条約の3つ目の目的である「遺伝資源の取得の機会及びその利用

から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」の着実な実施を確保するための手続

を定める国際文書として、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生

物多様性条約第10回締約国会議（COP10）において採択された、「生物の多様

性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公

正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」。 

環境省ウェブサ

イト 

名古屋議定書に関する情報を集約した環境省のウェブサイト

（https://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/index.html）。 

ABS指針 名古屋議定書の国内措置として平成29年 8月20日に施行された「遺伝資源

の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する

指針」の略称。 

ABS指針に基づく

報告 

ABS指針の報告様式「遺伝資源の取得に係る報告書」（様式第1）、「遺伝資源

の取得に係る許可証等に基づく報告書」（様式第2）、「遺伝資源の利用に関連

する情報に係る報告書」（様式第3）により環境省に報告される情報。 

提供国法令 遺伝資源の提供国が遺伝資源又は遺伝資源に関連する知識（以下「遺伝資源

等」という。）のアクセス及び利益の配分について定めた法令等であって、

ABSCH（後述）に掲載されているもの。 

許可証等 名古屋議定書第 6 条 3(e)の規定により発給された許可証又はこれに相当す

るもの。遺伝資源等のアクセスに係る提供国政府の PIC（情報に基づく事前

の同意[Prior Informed Consent]）と、提供者とのMAT（相互に合意する条

件[Mutually Agreed Terms]）の設定が確保されていることに基づき、権限の

ある当局（後述）が発給する。 

ABSCH（国際クリ

アリングハウス） 

生物多様性条約事務局が運営する名古屋議定書に関する国際的な情報交換

サイト。ABS 指針においては「国際クリアリングハウス」と表記される。

（https://absch.cbd.int/） 

[Access and Benefit-Sharing Clearing –House] 

NFP（国の中央連

絡先） 

名古屋議定書に関する締約国の連絡窓口。日本の場合は外務省。 

[National Focal Point] 
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用語 説明 

CNA（権限のある

当局） 

提供国において、許可証等を発行する権限を持つ当局。国によっては複数存

在する。なお、日本は提供国措置（国内の遺伝資源へのアクセスに対する規

制等）を有しないため、CNAを持たない。 

[Competent National Authority] 

CP（確認のための

機関） 

利用国において、自国の利用者による遺伝資源の取得や利用の状況をモニタ

リングする当局。日本の場合は環境省。 

[Checkpoint] 

IRCC（国際遵守証

明書） 

名古屋議定書第 17 条 2 に規定する国際的に認められた遵守の証明書として

ABSCH に提供された許可証等の情報。提供国政府が許可証等を発給した旨を

ABSCHに登録することにより、ABSCH上で発行・掲載される。掲載と同時に、

遺伝資源の取得者に対してIRCCが発行された旨の通知が自動送信される（提

供国が情報を登録する際に取得者に係る情報を秘匿にした場合を除く。） 

[Internationally Recognized Certificate of Compliance] 

CPC（チェックポ

イントコミュニ

ケ） 

利用国の CPが確認した情報を ABSCHに掲載することで ABSCH上に生成され

るレコード。CPC が掲載されると、遺伝資源の提供国があらかじめ指定した

当局に対して通知が自動送信され、自国が提供した遺伝資源に関して利用国

のCPがチェックを行ったことが告知される。 

[Checkpoint Communique] 

ナショナルレコ

ード（国の記録） 

ABSCH に名古屋議定書の規定に基づき締約国政府が登録する公式なレコー

ド。窓口情報（NFPやCNA）、ABS関係法令等、IRCC、CPC、国別報告書等が含

まれる。 

レファレンスレ

コード（参考記

録） 

ABSCHに任意で投稿された、ナショナルレコード以外のレコード。ABSの実施

に有用なものであれば、締約国政府に限らず、誰でも投稿できる。ABS の実

施に資するツール（業界団体の作成した契約のひな型等）を国際的に発信す

る際に用いられている。 

e-Gov（イーガブ） 総務省が運営する電子政府の総合窓口。法令情報の提供や行政手続を一括し

て行うプラットフォーム。（https://www.e-gov.go.jp） 

到達番号 e-Gov で行政手続を行った際に、手続情報が担当部署に到達すると同時に発

番される番号。1回の申請に対して1つ与えられる。（複数件分を一度の申請

でまとめて報告した場合、番号は一つ発番される） 

環境省管理番号 環境省が ABS指針に基づく報告を受理した際に発番する番号。1件の報告に

対して1つ与えられる。（複数件分を一度の申請でまとめて報告した場合、案

件の数だけ発番される） 

識別記号 ABSCHにおいて、IRCCやCPC等のレコード毎に付与される固有の識別記号。

レコードの更新があった場合は、末尾の枝番号が変わる。 
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２．報告前の確認 

 

２－１ 報告の対象と使用すべき様式の種類 

 

はじめに、ご自身が ABS指針に基づく報告の対象であるかどうかを、ご確認くださ

い。次頁の図１に従い、報告の要否、使用すべき様式、報告の区分を確認します。 

必要に応じて、別紙１（ABSCH（国際クリアリングハウス）の見方）、別紙２（ABS指

針が適用される「遺伝資源」及び「遺伝資源の利用の範囲」）もご参照ください。 

 

 

２－２ 報告者 

 

次に、報告者（報告の主体）を決定します。 

基本的には、報告しようとしている遺伝資源を取得した（又は譲り受けた）際に、

契約にサインをした方が報告者となることが想定されていますが、不都合がある場合

は、報告者を別途設定していただくことができます。 

 

例えば下の例のように、法人の構成員が個人として取得した遺伝資源について、法

人単位で一括して報告することができます。 

 

【考えられる例】 

契約にサインをした者 報告者 

○○研究機構 理事長（法人契約）  

○○研究機構が法人としてまとめて報告 ○○研究機構 Aさん（個人契約） 

○○研究機構 Bさん（個人契約） 

 

 また、報告者は、原則として法人又は個人としてください。契約者が法人格を持た

ない団体等の場合（法人の部署、研究グループ、コンソーシアム等）は、報告の責任

者になる法人又は個人を、団体等の構成員又は構成員の所属組織の中から特定し、報

告者としてください。 

 

【考えられる例】 

契約にサインをした者 報告者 

○○研究機構 国際研究部 ○○研究機構が法人として報告 

○○研究グループ グループ長が個人として報告 

○○研究コンソーシアム 代表が所属する組織が法人として報告 
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３．報告の手順 

 

電子政府の総合窓口（e-Gov）上の、手続のページにアクセスし、手続に関す

る情報と様式を入手します。手続のページへのアクセス方法は、次のいずれかの

方法で行います。 

 ウェブブラウザのアドレス欄に URL（本頁下部注釈※1）を入力する。 

 電子政府の総合窓口（e-Gov）（https://www.e-gov.go.jp ）のトップページの

行政手続検索メニューから、手続名称「遺伝資源の取得及び利用に関する報告」

を検索する。キーワード「遺伝資源」のみでも検索可能。 

 環境省の ABS ウェブサイトのメニュー「国内措置（ ABS 指針）」

（http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/consideration.html ）内、「ABS

指針に基づく報告の手続について」の、手続のページへのリンクをクリックす

る。 

 

３－１ 報告書の記入 

 

手続のページの、「書面による手続に関する情報」表内に、記入用のエクセル

ファイル（様式第１～３）が掲載されています。該当する様式をダウンロードし、

必要事項を記入してください。様式のダウンロードや印刷ができず、電子メール

又は郵送を希望する場合は、P.1の＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。 

 

記入要領は、別紙３（様式第１～３の記入要領）をご覧ください。別紙３の右

側に記載された注意事項は、記入用のエクセルファイルにコメントとして記載

されておりますので、パソコンで記入する場合は、画面上で記入要領を見ながら

作業ができます。以下に、特に注意していただきたい共通事項を解説します。 

 

【全般】 

 電子媒体で提出する場合、報告書本体は、必ず指定のエクセル様式を使用して

ください。複数件分の一括報告を行う場合は、様式第１～３エクセルファイル

内の「一括報告用別紙」のシートを使用してください。 

 記入が必要な個所は、セルを赤枠にしています。赤枠以外の個所には記入でき

ません。 

                         
1 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&id=1950000932600&fromGTAM

STLIST=true&dspcnt=10&keyword=%88%E2%93%60%8E%91%8C%B9%82%CC%8E%E6%93%BE%8B%79%82%D1%97%98%97%70%82%C9%8

A%D6%82%B7%95%F1%8D%90&keywordOr=0&HushoSeqNo=0000000051&denshiKahi=&keywordNameIn=0&displayHusho=1&from

pos=1 
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 行の挿入・削除はできません。ただし、一括報告用の別紙については、行の挿

入が可能です。行が足りない場合は、空欄の行をコピーして挿入してください。 

 行や列の幅、文字の大きさ、改ページ位置は調整することができます。 

 書面による提出の場合、報告書本体は A4サイズで印刷してください。複数件

分を一括で報告する際の「一括報告用別紙」は A3で印刷してください。IRCC

や許可証等の写しについては、原則として A4としますが、原本のサイズに応

じて A3も可とします。 

 遺伝資源を利用する者による任意の報告の場合（＝環境大臣による報告の求

めを受けていない者が、任意で様式第３による利用の報告を行う場合）は、＜

様式第１又は２＞と＜様式第３＞をセットで提出する必要がありますので、

ご注意ください。ただし、過去に様式第１又は２を提出済みの場合は、当該報

告の写しを添付するか、「報告に係る遺伝資源」に環境省管理番号を記載すれ

ば、様式第１や２を新たに作成する必要はありません。 

 

【添付書類】 

各様式の添付書類は以下の通りです。競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがある情報については、添付書類から除く（黒塗り）ことができます。 

◎様式１： IRCCの写し（生物多様性条約事務局からの通知メールの写しも可） 

◎様式２：許可証等の写し（複数件分を一括で報告する場合は、一覧表の各行

と各許可証等の対応関係を明らかにすること） 

◎様式３：添付書類は不要 

◎その他：代理人による申請の場合、委任状（委任者による押印が必要） 

 

【報告者】 

 報告者が法人の場合、３段のセルの上から順に、法人名、代表者の役職、代表

者氏名を記入し、その下のセルに法人番号を記入してください。 

 報告者が個人の場合、３段のうちの最上段のセルに氏名を記入してください。

２，３段目のセル及び法人番号は空欄です。 

 報告者の名称の欄には、報告者の捺印（自筆署名又は電子申請の場合は省略可）

が必要です。○印のオブジェクトは、必要に応じて削除してください。 

 メールアドレスの欄には、本件に関する環境省からの連絡を受け取るアドレ

スをご記入ください。書類に不備があった際の連絡に使用するほか、当該案件

に発番された環境省管理番号を通知する際に使用します。メール以外の方法

による環境省管理番号の通知を希望する場合には、その方法を通信欄に具体

的に記載してください。 

 メールアドレスについては、後述する「代理人による提出」や、「報告者と連

絡担当者が異なる」に該当し、代理人又は連絡担当者の欄に記入する場合は、
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省略することができます。 

なお、環境省ウェブサイトに掲載するのは最上段のセルの内容（個人の氏名、

法人の名称）のみですが、ABSCHに掲載する際には、住所、電話番号、メールア

ドレスの入力欄が用意されているため、後述する「国際クリアリングハウスへの

掲載を希望しない情報」で指定された項目を除き、全ての情報を掲載します。 

 

【代理人、連絡担当者及び通信欄】 

 枠内は、必要な場合に任意で記入する欄です。ここに記入された情報は、ABSCH

及び環境省ウェブサイトには掲載しません。 

 代理人による報告を行う場合は、「代理人による報告」にチェックのうえ、

代理人情報を記載し、委任状（様式自由、委任者（＝報告者）の捺印が必

要）を添付してください。代理の氏名の欄には、代理人の捺印（自筆署名

の場合は省略可）が必要です。 

 本報告による問い合わせ（例えば、記入漏れの指摘等）を受ける連絡担当

者が報告者と異なる場合は、「連絡担当者の住所・氏名が報告者と異なる

場合」にチェックのうえ、当該担当者の連絡先を記載してください。 

 特に環境省担当者に伝えたい事項がある場合は、通信欄にご記入ください。

通信欄に記入された内容は、原則として公表されません。 

 

【一件の報告か複数件の報告かの選択】 

報告期限を超えない範囲であれば、複数件分の報告を一括して行うことがで

きます。様式第１～３全ての報告において、はじめに、一件分の報告か、複数件

分の報告かをドロップダウンリストから選択（手書きの場合は、該当する欄にチ

ェック）してください。 

複数件分の報告を行う場合は、各様式のエクセルファイル中の「一括報告用別

紙」のシートを使用し、報告事項を一覧表にまとめてください。この場合、報告

書本体の、以降の項目は空欄で構いません。 

紙で提出する場合であって、別添資料が複数存在する場合には、報告書本体と

別紙の関連性が特定できるよう、資料番号その他の情報を記入してください。 

 

【国際クリアリングハウス等への提供を希望しない情報】 

環境大臣は、受け取った報告について、秘密情報を除き、環境省ウェブサイト

に掲載するとともに、ABSCH（国際クリアリングハウス）に掲載することとなっ

ています。ABSCH には、CPC（チェックポイントコミュニケ）という種類のレコ

ードとして掲載されます。 

本欄は、これらに掲載を希望しない情報を指定するためものです。 

ABSCH及び環境省ウェブサイト、それぞれについて、掲載を希望しない情報が
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ある場合は、該当する項目にチェックしてください。 

項目のチェックで表現しきれない要望がある場合には、「特記事項」にチェッ

クのうえ、その内容を具体的にご記入ください。 

なお、様式第１の場合、既に主要な情報が IRCCとして ABSCHに掲載されてお

り、CPC を通じて新たに掲載する情報は報告者に係る情報のみであることから、

報告者が秘匿を希望できるのは「報告者に係る情報」のみとなっています。 

 

【補足：環境省ウェブサイトと ABSCH の表示項目等の違いについて】 

前述のとおり、環境大臣は、CPCという種類のレコードとして ABSCHに情報を

掲載しますが、CPCの様式は、生物多様性条約事務局が作成した定型のものです。

CPCの様式の細部運用（項目の設定や入力システム）は、生物多様性条約事務局

の裁量によるため、ABS指針の報告様式や環境省ウェブサイト上での表示画面と、

項目が一致しない点があります。このため、次の点に注意が必要です。 

◎報告者に係る情報の掲載項目の違い 

環境省ウェブサイトにおいては、報告者の氏名（法人の場合は法人名）のみ

を掲載しますが、CPCの入力フォームには、住所、電話番号、メールアドレス

の入力欄が含まれています。このため、報告者に係る全部又は一部の情報の、

ABSCH への掲載を希望しない場合は、「国際クリアリングハウスに掲載を希望

しない情報」として項目を指定してください。 

◎メールアドレスについて 

遺伝資源の取得者のメールアドレス情報が含まれた CPC が ABSCH に掲載さ

れると、掲載と同時に、当該メールアドレスに通知が送信される仕組みになっ

ています。このため、CPC掲載を知らせるメールを受信したい方は、メールア

ドレスを公開する必要があります。 

また、ABSCH のシステムでは、個人又は法人に関する情報を登録する際に、

メールアドレスが必須入力項目となっています。従って、メールアドレスを空

欄にして報告者情報を登録すること（例えば、氏名のみの登録）が、技術的に

できません。このため、報告者の氏名等の掲載は希望するがメールアドレスの

掲載を希望しない、という場合は、ダミー文字列（confidential@confidential

等）を入力して登録します。 

◎「許可証等を与えられた者に係る情報」及び「遺伝資源の取得日」（様式第２） 

CPC においては、様式第 2 のケースについて、「許可証等を与えられた者に

係る情報」及び「遺伝資源の取得日」という項目があります。これらは、ABS

指針に基づく報告の様式本体には記入欄がありませんが、添付された許可証

等に記載されていることが想定されます。このため、許可証等の写しから情報

が得られる場合には、ABSCH に当該情報を掲載します。これらのうち、ABSCH

への掲載を希望しないものがある場合には、該当する項目をチェックしてく
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ださい。 

◎遺伝資源の提供国（様式第２の場合） 

 CPC の入力フォームでは、「遺伝資源の提供国」が必須入力項目となってお

り、様式第２の情報を、提供国に係る情報を除いて CPC として ABSCH に掲載

することが、技術的にできません。現在、この点について、提供国を必須項目

から外すよう ABSCH 運営事務局に申し入れているものの、当面改善される予

定はありません。このため、当面の対応として、「遺伝資源の提供国」を ABSCH

に掲載することを希望しない様式２の案件については、CPCではなくレファレ

ンスレコード（※）として掲載することとします。 

※名古屋議定書の規定に基づいて政府が投稿するナショナルレコード（国の

公式な記録）に対して、誰でも任意で投稿できる参考資料群のことを、レフ

ァレンスレコード（参考記録）と呼びます。本来、ABS指針に基づく報告は、

ナショナルレコードである CPC として登録すべきものですが、提供国情報

を掲載しない場合は、技術的な制約により、レファレンスレコードになる点

を、ご承知おきください。 

 

記入が終わったら、e-Gov によるオンライン申請又は書面による申請により、

環境省に提出します。「３－２オンライン申請の場合」又は「３－３書面による

提出の場合」に進んでください。 

提出方法の選択は任意ですが、現在政府では、国民の利便性向上及び行政コス

トの観点から、行政手続のオンライン化に取り組んでおり、オンライン申請を推

奨しています。別添資料（許可証等の写しなど）が大部の場合は、オンラインで

本体資料を提出しつつ、添付資料を郵便で別送することも可能です。申請者にと

っても以下のメリットがありますので、ぜひオンライン申請をご活用ください。 

＜オンライン申請のメリット＞ 

 パーソナライズ機能（いわゆる、マイページのようなもの）を活用するこ

とにより、過去の報告を e-Govで確認することができる。 

 オンラインで報告の処理状況（到達、審査中、手続完了等）の確認、補正、

取り下げ等ができる。 

 印刷すると見づらい一括報告の別紙などを、レイアウト調整せずに電子デ

ータのまま提出できる。 

 

３－２ オンライン申請の場合 

 

オンライン申請の手順は、e-Govの「電子申請ご利用ガイド」（http://www.e-

gov.go.jp/help/shinsei/index.html）をご覧ください。特に、e-Gov 電子申請

講習会資料（http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/seminar.html）には、スク
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リーンショット付きの解説があり、便利です。講習会資料を参照する際は、e-Gov

電子申請講習会(2018年 1月 19日開催)資料「実習編」の「２．操作ボタンが１

つしかないケース（健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届等）」のパート

をご覧ください。 

 

以下に、手続の流れの概要と主な注意事項を記載します。 

【パソコンの設定】 

「 e-Gov 電 子 申 請 シ ス テ ム の 利 用 準 備 を す る （ http://www.e-

gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup/index.html）」を参照しつつ、以下の設定

を確認し、必要に応じて変更を行ってください。 

 お使いのパソコンの動作環境の確認 

 ポップアップブロックの解除 

 信頼済サイトへの登録 

 Javaの最新版のダウンロード 

 電子申請用プログラムのインストール 

【電子証明書の取得】 

書面申請における捺印（又は自筆署名）に代わる証明として、電子証明書の取

得が必要です。 

 法人の場合、商業登記に基づく電子認証制度における電子証明書を取得し

てください。民間企業が運営する認証局の利用も可能です。他の行政手続

で電子申請を利用している法人は取得済みですので、新規に取得する必要

はありません。ご所属の法人の取得状況を確認してください。 

 個人の場合、個人番号カード（通称、マイナンバーカード）に記録された

電子証明を、ICカードリーダー（家電量販店等で購入可能）で読み込むこ

とで、個人のパソコンから申請できます。個人番号カードは、作成時に「電

子証明の記録を希望しない」にチェックをしていない限り、電子証明が記

録されています。作成時に電子証明を記録していない場合でも、住民票の

ある市区町村役場において、無料で記録してもらうことができます。 

 電子証明書をパソコンで利用するために必要なパソコンの設定は、証明書

を発行する認証局ごとに異なります。お使いの証明書を発行する認証局の

ウェブサイト等を参照いただき、必要な設定を行ってください。（例：マ

イナンバーカードの場合は、認証団体である地方公共団体情報システム機

構の提供する公的個人認証サービスが提供する、利用者クライアントソフ

トのインストールが必要。） 

【パーソナライズの開設】（任意） 

パーソナライズとは、よく利用する手続の情報や提出した申請の情報を管理

することができる機能です。本ステップは必須ではありませんが、複数回申請を
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行う場合に便利な機能ですので、開設をお勧めします。 

【申請方法】 

1. ①ダウンロードした様式に必要事項を記入した報告書、②添付書類（代理

人申請の場合の委任状、様式第１又は２に添付する許可証等）、③電子証

明、を準備します。この際、添付ファイルのファイル名に使用できる文字

の種類には、一部制限（記号、機械依存文字等は不可）がありますので、

ご注意ください。 

2. 手続のページの「電子申請を開始する」をクリックすると、申請者情報を

記入するページに遷移します。必要事項を記入したら、「進む」をクリッ

クします。なお、進む前に、「ファイルに保存」を行えば、次回以降の申請

において、保存したファイルを読み込むことで、申請者情報入力の手間が

省けます。 

3. 続いて申請情報の画面になりますので、必要事項を記入します。なお、画

面の右下に現れる「署名して次へ進む」のボタンは、書類添付後の操作ボ

タンですので、この段階で誤ってクリックしないようご注意ください。署

名に進む前に、次項の書類の添付を行います。 

4. 左肩のメニュー「添付書類」をクリックし、①、②を添付書類としてアッ

プロードします。添付ファイルの容量の上限（100メガバイト）を超える

場合には、別途郵送する必要があります。この場合、「別送」にチェック

のうえ、郵送する書類の名称を記入してください。別送する書類には、オ

ンライン申請との関連性が分かるよう、6．で発番される到達番号とオン

ライン申請時に記入した別送書類名称を明記のうえ、環境省自然環境局自

然環境計画課生物多様性主流化室（〒100-8975  東京都千代田区霞が関

1-2-2）までお送りください。 

5. 添付が完了したら、右下の「署名して次へ進む」をクリックしてください。

電子署名を行って提出します。これで、申請完了となります。 

6. 申請完了の画面では、到達番号と問い合わせ番号が発番されますので、こ

れを控えてください。また、パーソナライズを開設した方は、ここで「パ

ーソナライズ登録」をクリックし、申請案件に加えておきましょう。なお、

申請完了（到達）に対するメールでの通知機能はありません。 

【処理状況の確認と補正・取り下げ】 

1. パーソナライズを開設しており、当該申請をパーソナライズに登録した方

は、パーソナライズにログインし、申請案件一覧を表示することで、処理

状況が確認できます。パーソナライズに登録していない場合でも、電子申

請メニューの[状況照会]のタブを開き、到達番号及び問い合わせ番号を入

力すれば、状況照会ができます 

2. 処理状況は、「到達」→「審査中」→「審査終了」→「手続完了」の 4 段
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階です。「到達」はシステムが申請を受け取った状態、「審査中」は環境省

が申請の到達を確認し、内容を審査（書類の不足等のチェック）している

ことを示しています。 

3. 「到達」又は「審査中」の間に誤りに気付いた場合は、「状況確認」画面の

[取下げ]ボタンから取り下げ依頼ができます。取り下げ依頼には、申請時

と同様、電子証明による署名が必要です。環境省が取り下げ依頼を受け取

り、承認を行うことで、取り下げが成立します。 

4. 審査の段階で記入漏れ等があった場合には、環境省が補正を指示します。

補正指示は、申請者情報画面で連絡先に登録したメールアドレスに通知さ

れます。電話による問い合わせが必要と判断される場合には、連絡先に登

録した電話番号に環境省担当者が問い合わせを行います。補正指示を受け

たら、指摘事項を確認のうえ、資料の差し替えを行ってください。補正の

際も、当初の申請と同様、電子署名が必要です。 

5. 環境省による審査が終了し、受付処理が完了すると、「手続完了」になり

ます。環境省側で、環境省ウェブサイト及び国際クリアリングハウス（以

下「ABSCH」という。）への掲載を行います。なお、受付及び掲載の作業は、

一定期間分をまとめて行うため、報告を提出してすぐに掲載されるわけで

はないという点を、ご承知おきください。 

 

 

３－３ 書面による提出の場合 

 

【報告書作成上の注意】 

報告書の記入要領は、前述３－１のとおりですが、書面による提出の場合は特

に次の点にご注意ください。 

 報告書の記入は、手書き・パソコン入力のいずれも可ですが、氏名欄に自筆署

名又は捺印が必要です。入力をパソコンで行う方はご注意ください。 

 報告書本体は、A4サイズで印刷してください（白黒／カラー不問）。 

 一括報告用の別紙は、A3 横向きを推奨します。すべての列が 1 ページに収ま

るように印刷してください。 

 添付資料については、A4又は A3で印刷してください。 

 ページ数に制限はありませんが、2ページ以上に及ぶ場合にはページ数を振っ

て左上をホチキス止めしてください。 

 印刷時にセル内の文字列が切れないよう、配置をよくご確認ください。 

 

【別紙・別添を電子化する場合】 

報告書本体に捺印又は自筆署名があれば、一括報告用の別紙や別添する許可
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証等の写しを、DVD-R等の記録媒体により電子データで提出していただくことも

可能です。この場合、次の点に注意してください。 

 報告書本体と記録媒体が一体となっていること（同封するとともに、報告

書本体の別紙情報の欄に、記録媒体のディスク名やファイル名等の関連性

を明らかにするための情報を記載すること）。 

 記録媒体は、書き換え不可能となるような処理を施すこと。 

 必ず所定のエクセル様式を使うこと。 

 

【報告書の郵送】 

作成した報告書を、環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室（〒

100-8975  東京都千代田区霞が関 1-2-2）宛てに郵送します。 

 

 

４．環境省ウェブサイト及び ABSCH への掲載 

 

受付を完了した報告書は、次の通り、環境省ウェブサイト及び ABSCHに掲載さ

れます。環境省は、報告者が自身の報告を識別できるよう、受付時に、環境省管

理番号及び ABSCH 上での固有の識別記号を通知します。通知は、報告書にご記

入いただいたメールアドレス宛に電子メールで通知します（他の方法を希望さ

れた場合は当該方法）。 

通知された環境省管理番号及び ABSCH から、ご自身の案件を確認してくださ

い。万が一、提出した内容と掲載されている内容が異なる場合や、誤りに気付い

た場合は、P.1の問い合わせ先に相談してください。 

なお、環境省では、受付及び掲載の作業を一定期間ごとにまとめて行います。

このため、提出から掲載までに時間を要する点を、あらかじめご了承ください。 

 

【環境省ウェブサイト】 

環 境 省 ウ ェ ブ サ イ ト 内 、「 ABS 指 針 に 基 づ く 報 告 」 の メ ニ ュ ー

（http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/report.html ）に掲載されます。

受付時に通知された環境省管理番号から、ご自身の案件を確認してください。 

環境省ウェブサイト上では、報告１件分を１レコードとして扱います（n件分

まとめて報告した場合も、n 件のレコードとなる）。また、様式第３による報告

（利用に関連する情報に係る報告）を行った場合、対応する取得に係る報告（様

式第１又は２）と様式第３による報告は、両者の対応関係を明示しつつ、別々の

レコードとして掲載します。 
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【ABSCH（国際クリアリングハウス）】 

報告された情報は、CPC として ABSCHに掲載されます（ただし、様式２におい

て提供国情報の掲載を希望しない場合は、CPCとしてではなく、レファレンスレ

コードとして掲載。P.10参照）。ABSCHの検索画面（別紙１（国際クリアリング

ハウス（ABSCH）の見方）参照）で Record typesのタブを選択し、National records

の Checkpoint Communiquésにチェックを付けると、ABSCHに掲載されている CPC

の一覧が表示されます。受付時に通知された国際クリアリングハウスの固有の

識別記号から、ご自身の案件を確認してください。 

レファレンスレコードとして掲載されたデータを検索する際は、同じく検索

画面から、Record typesのタブを選択し、Reference recordsの Virtual Library 

Resourcesにチェックを付けると、レコード一覧が表示されます。受付時に通知

された国際クリアリングハウスの固有の識別記号から、ご自身の案件を確認し

てください。 

ABSCHに報告者のメールアドレスを掲載する場合は、CPCの掲載と同時に、報

告者に対して ABSCH のシステムから自動通知メールが送信されるため、当該通

知メールから掲載を確認することも可能です。CPC掲載を知らせる自動通知メー

ルは、提供国があらかじめ指定した機関に対しても送信されるため、当該情報は

直ちに提供国側に把握されます。 

ABSCHにおいても、基本的に報告１件分を１レコードとして扱います（n件分

まとめて報告した場合も、n件のレコードとなる）が、様式第３によって報告さ

れた情報（利用に関連する情報）は、取得の報告時に生成したレコードを更新す

る形で掲載するため、新たなレコードは作成されません。この場合、取得の報告

の際に与えられた CPC識別記号の枝番号が更新されます。 
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別紙２ 

ABS指針が適用される「遺伝資源」及び「遺伝資源の利用の範囲」 

 

 

ABS指針における「遺伝資源」及び「遺伝資源の利用」の定義は、名古屋議定書の定義に準拠して

おり、これに該当しないもの（議定書適用外遺伝資源、議定書適用外遺伝資源利用）について、ABS

指針第1章第３、施行通知第３に示しています。 

 

「遺伝資源」の定義 

遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材であって現実

の又は潜在的な価値を有するもの 

次に掲げるものは、適用範囲外である。 

■核酸の塩基配列等の遺伝資源に関する情報（遺伝資源に関連する伝統的な知識に該当するものを除く。） 

■人工合成核酸（生物から取り出された断片を含まないものに限る。） 

■遺伝の機能的単位を有しない生化学的化合物 

■ヒトの遺伝資源 

■議定書が日本国について効力を生ずる日（2017年8月20日）前に提供国から取得されたもの 

■一般に遺伝資源の利用の目的以外の目的のために販売されている遺伝資源であって、遺伝資源の利用を

目的とせずに購入されたもの 

 

「遺伝資源の利用」の定義 

遺伝資源の遺伝的又は生化学的な構成に関する研究及び開発を行うこと 

次に掲げる行為は、適用範囲外である。 

■食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約（ITPGR-FA）又はパンデミックインフルエンザ事前

対策枠組み（PIPF）が適用されるもの 

■遺伝的又は生化学的構成に関する研究及び開発を伴わない培養、飼育又は栽培 

◇動物を愛玩用に飼育すること 

◇酵母菌をそのまま酒造やパン製造に使用すること 

◇植物を株分け、挿し木、実生等により増やし苗又は収穫物を販売すること 

◇新品種の開発等の遺伝的若しくは生化学的構成に関する新たな知見の創造を目的とせずに通常の営農

行為として品種間の交雑を行うこと 

■遺伝的又は生化学的構成に関する研究及び開発を伴わない製品の製造 

◇生物資源の遺伝的又は生化学的構成に関する新たな知見の創造を伴わず、当該生物資源を原材料とし

て用いて製品を製造すること 

◇既に成分又は製法が明らかとなっている漢方薬の原材料を輸入して、既承認若しくは文献等において

既知の漢方処方又は加減処方を製造すること（一般的に商取引されている生薬を用いた生薬製剤（漢

方薬に該当しない生薬含有製剤をいう。）を製造することを含む。） 

◇当該生物の遺伝的又は生化学的構成に関する新たな機能等について研究することなく、生物資源から

抽出したエキス等の抽出物又は生物資源の粉末を、医薬品、化粧品、食品等に配合すること 

◇季節性インフルエンザウィルス株を原料として輸入し、生物資源の遺伝的又は生化学的構成に関する

新たな知見を創造することなく、ワクチン製造に使用すること 

■遺伝的又は生化学的構成に関する研究及び開発を伴わない検査、研究、分析及び教育活動 

◇既に開発されている遺伝子検査手法を用いて特定の形質と遺伝子の関係を調べること 
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◇動植物等の生態を観察して、遺伝的又は生化学的構成に関する研究又は開発を伴わずに新たな知見を

得ること 

◇既に遺伝子解析がなされている生物につき、遺伝子解析を行うこと 

◇既知の昆虫の標本を作製すること 

◇生物に含まれている既知の成分が確実に含まれていることを確認するために分析すること 

■検定、比較、遺伝子複製等のための生物の使用又は安全性試験のための実験動物の使用 

◇大腸菌等を微生物の検定菌として利用すること 

◇大腸菌等の微生物を、遺伝子組換え技術において、目的遺伝子を複製又は導入する若しくは目的のタ

ンパク質を生産する場合の宿主として利用すること 

◇動植物を、医薬品、食料等の安全性試験等に用いること 
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。
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別紙３



-
-

取
得
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。
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が
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２
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収
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ず
る

利
益

の
公

正
か

つ
衡

平
な

配
分

に
関

す
る

指
針

第
２

章
第

１
及

び
第

２
又

は
第

５
の

１
（

３
）

の
規

定
に

よ
り

、
遺

伝
資

源
の

取
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書
の
固
有
の
識
別
記
号

（
２

）
当

該
遺

伝
資

源
の

利
用

に
併

せ
て

利
用

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

当
該

遺
伝

資
源

に
関

連
す

る
伝

統
的

な
知

識
を

１
．
遺
伝
資
源
の
適
法
な
取
得
に
係
る
事
項

e
)

第
２

章
第

５
の

１
（

３
）

に
基

づ
く

報
告

（
遺

伝
資

源
を

利
用

す
る

者
に

よ
る

任
意

の
報

告
）

「
そ

の
他

」
に

チ
ェ

ッ
ク

し
た

場
合

は
具

体
的

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

３
．

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
へ

の
提

供
等

を
希

望
し

な
い

情
報

（
１
）
国
際
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス

（
２
）
環
境
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

電
子

メ
ー

ル
の

掲
載

を
希

望
し

た
場

合
、

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
に

情
報

が
掲

載
さ

れ
る

と
同

時
に

、
当

該
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

に
自

動
通

知
メ

ー
ル

が
届

き
ま

す
。

ま
た

、
掲

載
を

希
望

し
な

い
場

合
、

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
上

で
は

ダ
ミ

ー
文

字
列

（
c
o
n
fi
d
e
n
ti
al

@
c
o
n
fi
d
e
n
ti
al

）
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

国
際

遵
守

証
明

書
に

付
さ

れ
る

固
有

の
識

別
記

号
（
A

B
S

C
H

 U
n
iq

u
e
 I
d
e
n
ti
fi
e
r）

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
国

際
順

守
証

明
書

の
写

し
の

添
付

漏
れ

が
な

い
よ

う
、

ご
注

意
く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く
だ

さ
い

。

以
下

は
、

掲
載

を
希

望
し

な
い

項
目

に
全

て
に

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。
こ

れ
に

よ
り

が
た

い
場

合
は

「
補

足
事

項
」
に

チ
ェ

ッ
ク

の
上

、
具

体
的

に
記

述
し

て
く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

も
の

全
て

に
チ

ェ
ッ

ク
を

し
て

く
だ

さ
い

。
（
複

数
選

択
可

）
今

後
の

予
定

の
記

載
も

可
と

し
ま

す
。

全
く
の

未
定

の
場

合
も

、
「
そ

の
他

」
に

チ
ェ

ッ
ク

を
し

、
そ

の
旨

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
の

登
録

様
式

に
お

い
て

は
、

報
告

者
に

係
る

情
報

と
し

て
、

氏
名

（
又

は
法

人
の

名
称

）
に

加
え

て
、

代
表

者
の

役
職

・
氏

名
、

電
話

番
号

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

の
入

力
欄

が
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の

う
ち

、
掲

載
を

希
望

し
な

い
項

目
が

あ
れ

ば
、

具
体

的
に

項
目

を
指

定
し

て
く
だ

さ
い

。

１
．

（
１

）
に

相
当

１
．

（
２

）
に

相
当

２
．

に
相

当

４
．

に
相

当

特
記

す
べ

き
事

項
が

あ
る

場
合

、
「
補

足
事

項
」
に

チ
ェ

ッ
ク

の
上

、
具

体
的

に
記

述
し

て
く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

記
号

を
ド

ロ
ッ

プ
ダ

ウ
ン

リ
ス

ト
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
自

動
的

に
該

当
す

る
記

号
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

チ
ェ

ッ
ク

が
付

さ
れ

ま
す

。
手

書
き

で
記

入
す

る
場

合
は

、
該

当
す

る
記

号
１

つ
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

環
境

省
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

お
い

て
、

報
告

者
に

係
る

情
報

と
し

て
掲

載
す

る
の

は
、

報
告

者
の

氏
名

（
又

は
法

人
名

称
）
の

み
で

す
。

2
 
/
 
3
 

様
式
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（
第

２
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２

又
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５
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３
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備
考

９
　

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

情
報

の
う

ち
報

告
者

に
係

る
情

報
に

つ
い

て
、

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
へ

の
提

供
を

希
望

し
な

い
場

合
は

、
チ

ェ
ッ

ク
を

す
る

こ
と

。
ま

た
、

遺
伝

資
源

の
取

得
に

係
る

情
報

の
う

ち
環

境
省

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
へ

の
掲

載
を

希
望

し
な

い
も

の
が

あ
る

場
合

は
、

希
望

し
な

い
情

報
を

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。
７

　
４

．
の

「
報

告
の

区
分

」
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
も

の
に

チ
ェ

ッ
ク

す
る

こ
と

。
８

　
国

際
遵

守
証

明
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
当

該
個

人
又

は
法

人
の

権
利

、
競

争
上

の
地

位
そ

の
他

正
当

な
利

益
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
情

報
は

除
く

こ
と

が
で

き
る

。

６
　

３
．

の
「

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
へ

の
提

供
等

を
希

望
し

な
い

情
報

」
に

つ
い

て
は

、
遺

伝
資

源
の

取
得

に
係

る

１
　

報
告

者
が

法
人

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
「

報
告

者
の

氏
名

」
に

つ
い

て
は

、
法

人
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

を
記

載
し

、
「

報
告

者
の

住
所

」
に

つ
い

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

記
載

す
る

こ
と

。
２

　
報

告
者

の
氏

名
又

は
法

人
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

英
語

に
よ

る
表

記
を

併
記

す
る

こ
と

。
３

　
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

）
を

記
載

し
、

押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、
本

人
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
　

１
．

（
２

）
の

「
当

該
遺

伝
資

源
の

利
用

に
併

せ
て

利
用

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

当
該

遺
伝

資
源

に
関

連
す

る
伝

統
的

な
知

識
を

取
得

し
て

我
が

国
に

持
ち

込
ん

だ
場

合
」

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

も
の

チ
ェ

ッ
ク

す
る

こ
と

。
５

　
２

．
の

「
遺

伝
資

源
の

利
用

（
研

究
及

び
開

発
）

に
係

る
事

項
」

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

も
の

に
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
（

複
数

回
答

可
）

。
今

後
の

予
定

の
情

報
の

記
載

も
可

と
す

る
。

3
 
/
 
3
 

様
式

第
１

（
第

２
章

第
１

及
び

第
２

又
は

第
５

の
１

（
３

）
関

係
）

 21 

 21 



-

代
理

人
に

よ
る

報
告

-

連
絡

担
当

者
の

住
所

・
氏

名
が

報
告

者
と

異
な

る

-

↑

↑
別

紙
情

報
に

補
足

が
あ

る
場

合
は

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

１
件
の
報
告
／
複
数
件
の
報
告
　
を
選
ん
で
く
だ
さ
い

ド
ロ

ッ
プ

ダ
ウ

ン
リ

ス
ト

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
選

択
す

る
と

、
下

の
チ

ェ
ッ

ク
欄

に
自

動
的

に
チ

ェ
ッ

ク
が

付
さ

れ
ま

す
。

手
書

き
の

場
合

は
、

下
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
の

該
当

す
る

も
の

１
つ

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く

だ
さ

い
。

１
件

の
報

告

複
数

件
の

報
告

：
別

紙

通
信

欄

報
告

者
と

の
関

係
又

は
所

属

電
子
メ
ー
ル

電
話

番
号

氏
　

　
名

本
枠

内
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

該
当

す
る

場
合

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

〒 〒

報
告

者
と

の
関

係
又

は
所

属

電
子
メ
ー
ル

電
子
メ
ー
ル

電
話

番
号

住
　

　
所

電
話

番
号

氏
　

　
名

住
　

　
所

（
英

語
）

様
式

第
２

（
第

２
章

第
１

の
１

（
１

）
若

し
く

は
３

及
び

第
２

又
は

第
５

の
１

（
３

）
関

係
）

遺
伝

資
源

の
取

得
に

係
る

許
可

証
等

に
基

づ
く

報
告

書

報
告

日

環
境

大
臣

　
殿

〒

報
告

者

（
日

本
語

）

氏
　

　
名

法
人

番
号

氏
　

　
名

住
　

　
所

印

印

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

報
告

者
が

個
人

の
場

合
は

氏
名

、
法

人
の

場
合

は
法

人
の

名
称

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
姓

と
名

の
間

に
は

全
角

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。
氏

名
を

自
筆

で
署

名
し

た
場

合
及

び
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

の
場

合
、

押
印

不
要

で
す

。

法
人

の
場

合
は

代
表

者
の

役
職

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

法
人

の
場

合
は

代
表

者
の

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
姓

と
名

の
間

に
は

全
角

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。

法
人

の
場

合
は

法
人

番
号

（
半

角
数

字
1
3
桁

）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

報
告

者
が

個
人

の
場

合
は

氏
名

、
法

人
の

場
合

は
法

人
の

名
称

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（
英

語
）

半
角

文
字

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
姓

と
名

の
間

に
は

半
角

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。

法
人

の
場

合
は

代
表

者
の

役
職

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（
英

語
）

法
人

の
場

合
は

代
表

者
の

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（
英

語
）

姓
と

名
の

間
に

は
半

角
ス

ペ
ー

ス
を

入
れ

て
く
だ

さ
い

。

ハ
イ

フ
ン

「
-
」
区

切
り

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
半

角
文

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
半

角
文

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

代
理

人
に

よ
る

報
告

（
提

出
者

が
個

人
の

代
理

又
は

法
人

の
外

部
の

者
の

場
合

等
）
の

場
合

チ
ェ

ッ
ク

し
、

住
所

、
報

告
者

と
の

関
係

又
は

所
属

、
氏

名
、

電
話

番
号

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

委
任

状
（
委

任
者

の
押

印
が

な
さ

れ
た

も
の

）
を

別
添

し
て

く
だ

さ
い

。
（
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

の
場

合
、

委
任

者
の

押
印

が
な

さ
れ

た
も

の
を

ス
キ

ャ
ン

し
て

添
付

）

代
理

人
に

よ
る

提
出

の
場

合
は

、
押

印
又

は
自

筆
署

名
が

必
要

で
す

。
た

だ
し

、
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

の
場

合
は

こ
の

限
り

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

（
電

子
証

明
に

よ
る

認
証

）

ハ
イ

フ
ン

「
-
」
区

切
り

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
半

角
文

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
半

角
文

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

本
報

告
に

関
し

て
環

境
省

か
ら

の
問

い
合

わ
せ

に
対

応
で

き
る

方
が

報
告

者
と

異
な

る
場

合
（
例

：
報

告
者

が
理

事
長

、
連

絡
担

当
者

が
庶

務
係

）
は

チ
ェ

ッ
ク

し
、

住
所

、
報

告
者

と
の

関
係

又
は

所
属

、
氏

名
、

電
話

番
号

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

特
別

に
連

絡
す

べ
き

事
項

が
あ

る
場

合
に

は
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

複
数

件
分

の
報

告
の

場
合

、
本

フ
ァ

イ
ル

中
、

「
様

式
２

一
括

報
告

別
紙

」
の

シ
ー

ト
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
こ

の
場

合
、

１
．

以
下

は
空

欄
で

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

な
お

、
一

括
で

き
る

も
の

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
報

告
期

限
を

越
え

な
い

範
囲

に
お

い
て

と
な

り
ま

す
。

本
体

と
別

紙
が

一
体

と
な

っ
て

い
な

い
場

合
は

、
フ

ァ
イ

ル
名

や
ヘ

ッ
ダ

ー
情

報
等

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

報
告

書
提

出
日

（
西

暦
 y

yy
y/

m
/
d
形

式
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

代
理

人
と

報
告

者
と

の
関

係
、

又
は

代
理

人
の

所
属

情
報

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

連
絡

担
当

者
と

報
告

者
と

の
関

係
、

又
は

連
絡

担
当

者
の

所
属

情
報

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

1
 
/
 
4

様
式

第
２

（
第

２
章

第
１

の
１

（
１

）
若

し
く

は
３

及
び

第
２

又
は

第
５

の
１

（
３

）
関

係
）
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取
得

し
て

我
が

国
に

持
ち

込
ん

だ
場

合

当
該

知
識

を
取

得
し

た
。

報
告

者
自

ら
が

遺
伝

資
源

を
利

用

報
告

者
か

ら
譲

り
受

け
た

別
の

者
が

遺
伝

資
源

を
利

用

）

↑

c
)

そ
の

他
（

「
そ

の
他

」
に

チ
ェ

ッ
ク

し
た

場
合

は
具

体
的

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
２

）
当

該
遺

伝
資

源
の

利
用

に
併

せ
て

利
用

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

当
該

遺
伝

資
源

に
関

連
す

る
伝

統
的

な
知

識
を

先
住

民
の

社
会

又
は

地
域

社
会

の
情

報
に

基
づ

く
事

前
の

同
意

又
は

当
該

社
会

の
承

認
及

び
関

与
に

よ
っ

て

先
住

民
の

社
会

又
は

地
域

社
会

と
相

互
に

合
意

す
る

条
件

を
設

定
し

、
当

該
知

識
を

取
得

し
た

。

２
．

遺
伝

資
源

の
利

用
（

研
究

及
び

開
発

）
に

係
る

事
項

a
)

b
)

⑥
遺

伝
資

源

⑦
提

供
者

と
相

互
に

合
意

す

る
条

件
の

設
定

の
有

無

⑧
商

業
的

又
は

非
商

業
的

な

利
用

の
別

③
許

可
証

等
の

発
給

日

④
許

可
証

等
の

有
効

期
限

⑤
提

供
者

（
日

本
語

）

（
英

語
又

は
　

現
地

語
）

（
１

）
国

際
遵

守
証

明
書

の
固

有
の

識
別

記
号

に
代

わ
り

、
適

法
に

取
得

し
た

こ
と

を
証

す
る

情
報

①
提

供
国

②
許

可
証

等
の

発
給

機
関

（
日

本
語

）

（
英

語
又

は
　

現
地

語
）

　
遺

伝
資

源
の

取
得

の
機

会
及

び
そ

の
利

用
か

ら
生

ず
る

利
益

の
公

正
か

つ
衡

平
な

配
分

に
関

す
る

指
針

第
２

章
第

１
の

１
（

１
）

若
し

く
は

３
及

び
第

２
又

は
第

５
の

１
（

３
）

の
規

定
に

よ
り

、
遺

伝
資

源
の

取
得

に
つ

い
て

報
告

し
ま

す
。

１
．

遺
伝

資
源

の
適

法
な

取
得

に
係

る
事

項

許
可

証
等

の
写

し
の

添
付

漏
れ

が
な

い
よ

う
、

ご
注

意
く
だ

さ
い

。

リ
ス

ト
（
ア

ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト

順
、

和
名

は
「
国

リ
ス

ト
」
シ

ー
ト

参
照

）
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。

日
本

語
と

英
語

又
は

現
地

語
の

表
記

を
併

記
し

て
く
だ

さ
い

。

日
本

語
と

英
語

又
は

現
地

語
の

表
記

を
併

記
し

て
く
だ

さ
い

。

商
業

的
な

利
用

と
非

商
業

的
な

利
用

の
両

方
が

予
定

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
「
商

業
的

な
利

用
」
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

も
の

全
て

に
チ

ェ
ッ

ク
を

し
て

く
だ

さ
い

。
（
複

数
選

択
可

）
今

後
の

予
定

の
記

載
も

可
と

し
ま

す
。

全
く
の

未
定

の
場

合
も

、
「
そ

の
他

」
に

チ
ェ

ッ
ク

を
し

、
そ

の
旨

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

西
暦

 y
yy

y/
m

/
d
形

式
で

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

西
暦

 y
yy

y/
m

/
d
形

式
で

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

2
 
/
 
4

様
式

第
２

（
第

２
章

第
１

の
１

（
１

）
若

し
く

は
３

及
び

第
２

又
は

第
５

の
１

（
３

）
関

係
）
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報
告

者
に

係
る

情
報

報
告

者
の

氏
名

（
法

人
名

称
）

代
表

者
の

役
職

・
氏

名
（

法
人

の
場

合
）

報
告

者
の

住
所

報
告

者
の

電
話

番
号

報
告

者
の

電
子

メ
ー

ル

国
際

遵
守

証
明

書
の

固
有

の
識

別
記

号
に

代
わ

り
、

適
法

に
取

得
し

た
こ

と
を

証
す

る
情

報

①
提

供
国

②
許

可
証

等
の

発
給

機
関

③
許

可
証

等
の

発
給

日

④
許

可
証

等
の

有
効

期
限

⑤
提

供
者

⑥
遺

伝
資

源

⑦
提

供
者

と
の

相
互

に
合

意
す

る
条

件
の

設
定

の
有

無

⑧
商

業
的

又
は

非
商

業
的

な
利

用
の

別

遺
伝

資
源

に
関

連
す

る
伝

統
的

な
知

識
の

取
得

に
係

る
情

報

遺
伝

資
源

の
利

用
（

研
究

及
び

開
発

）
に

係
る

事
項

許
可

証
等

を
与

え
ら

れ
た

者
に

係
る

情
報

（
※

）

遺
伝

資
源

の
取

得
日

（
※

）
（

※
）

添
付

さ
れ

た
許

可
証

等
か

ら
転

載
す

る

）

↑

報
告

者
に

係
る

情
報

国
際

遵
守

証
明

書
の

固
有

の
識

別
記

号
に

代
わ

り
、

適
法

に
取

得
し

た
こ

と
を

証
す

る
情

報

①
提

供
国

②
許

可
証

等
の

発
給

機
関

③
許

可
証

等
の

発
給

日

④
許

可
証

等
の

有
効

期
限

⑤
提

供
者

⑥
遺

伝
資

源

⑦
提

供
者

と
の

相
互

に
合

意
す

る
条

件
の

設
定

の
有

無

⑧
商

業
的

又
は

非
商

業
的

な
利

用
の

別

遺
伝

資
源

に
関

連
す

る
伝

統
的

な
知

識
の

取
得

に
係

る
情

報

遺
伝

資
源

の
利

用
（

研
究

及
び

開
発

）
に

係
る

事
項

報
告

の
区

分

許
可

証
等

を
与

え
ら

れ
た

者
に

係
る

情
報

（
※

）

遺
伝

資
源

の
取

得
日

（
※

）
（

※
）

添
付

さ
れ

た
許

可
証

等
か

ら
転

載
す

る

）

↑

↑ b
)

第
２

章
第

１
の

３
に

基
づ

く
報

告
（

輸
入

者
等

に
よ

る
任

意
の

報
告

）
c
)

第
２

章
第

５
の

１
（

３
）

に
基

づ
く

報
告

（
遺

伝
資

源
を

利
用

す
る

者
に

よ
る

任
意

の
報

告
）

「
補

足
事

項
」

に
チ

ェ
ッ

ク
し

た
場

合
は

具
体

的
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

４
．

報
告

の
区

分

a
)
～

c
)
か

ら
該

当
す

る
区

分
を

選
ん

で
く

だ
さ

い
ド

ロ
ッ

プ
ダ

ウ
ン

リ
ス

ト
か

ら
記

号
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
記

号
を

選
択

す
る

と
、

自
動

的
に

該
当

す
る

記
号

に
チ

ェ
ッ

ク
が

付
さ

れ
ま

す
。

手
書

き
の

場
合

は
、

下
の

a)
～

c)
の

該
当

す
る

記
号

の
チ

ェ
ッ

ク
欄

１
つ

を
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く

だ
さ

い
。

a
)

第
２

章
第

１
の

１
（

１
）

に
基

づ
く

報
告

（
取

得
者

に
よ

る
報

告
）

補
足

事
項

（

「
補

足
事

項
」

に
チ

ェ
ッ

ク
し

た
場

合
は

具
体

的
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

（
２

）
環

境
省

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト

補
足

事
項

（

３
．

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
へ

の
提

供
等

を
希

望
し

な
い

情
報

（
１

）
国

際
ク

リ
ア

リ
ン

グ
ハ

ウ
ス

以
下

は
、

掲
載

を
希

望
し

な
い

項
目

に
全

て
に

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。
こ

れ
に

よ
り

が
た

い
場

合
は

「
補

足
事

項
」
に

チ
ェ

ッ
ク

の
上

、
具

体
的

に
記

述
し

て
く
だ

さ
い

。

１
．

（
２

）
に

相
当

２
．

に
相

当

１
．

（
１

）
に

相
当

特
記

す
べ

き
事

項
が

あ
る

場
合

、
「
補

足
事

項
」
に

チ
ェ

ッ
ク

の
上

、
具

体
的

に
記

述
し

て
く
だ

さ
い

。

添
付

し
た

許
可

証
か

ら
の

情
報

の
転

載
を

希
望

し
な

い
場

合
は

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

環
境

省
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

お
い

て
、

報
告

者
に

係
る

情
報

と
し

て
掲

載
す

る
の

は
、

報
告

者
の

氏
名

（
又

は
法

人
名

称
）
の

み
で

す
。

１
．

（
１

）
に

相
当

１
．

（
２

）
に

相
当

２
．

に
相

当

４
．

に
相

当

特
記

す
べ

き
事

項
が

あ
る

場
合

、
「
補

足
事

項
」
に

チ
ェ

ッ
ク

の
上

、
具

体
的

に
記

述
し

て
く
だ

さ
い

。

添
付

し
た

許
可

証
か

ら
の

情
報

の
転

載
を

希
望

し
な

い
場

合
は

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

記
号

を
ド

ロ
ッ

プ
ダ

ウ
ン

リ
ス

ト
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
自

動
的

に
該

当
す

る
記

号
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

チ
ェ

ッ
ク

が
付

さ
れ

ま
す

。
手

書
き

で
記

入
す

る
場

合
は

、
該

当
す

る
記

号
１

つ
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

添
付

し
た

許
可

証
か

ら
の

情
報

の
転

載
を

希
望

し
な

い
場

合
は

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
の

登
録

様
式

に
お

い
て

は
、

報
告

者
に

係
る

情
報

と
し

て
、

氏
名

（
又

は
法

人
の

名
称

）
に

加
え

て
、

代
表

者
の

役
職

・
氏

名
、

電
話

番
号

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

の
入

力
欄

が
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の

う
ち

、
掲

載
を

希
望

し
な

い
項

目
が

あ
れ

ば
、

具
体

的
に

項
目

を
指

定
し

て
く
だ

さ
い

。

電
子

メ
ー

ル
の

掲
載

を
希

望
し

た
場

合
、

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
に

情
報

が
掲

載
さ

れ
る

と
同

時
に

、
当

該
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

に
自

動
通

知
メ

ー
ル

が
届

き
ま

す
。

ま
た

、
掲

載
を

希
望

し
な

い
場

合
、

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
上

で
は

ダ
ミ

ー
文

字
列

（
c
o
n
fi
d
e
n
ti
al

@
c
o
n
fi
d
e
n
ti
al

）
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

提
供

国
の

掲
載

を
希

望
す

る
と

、
国

際
ク

リ
ア

リ
ン

グ
ハ

ウ
ス

へ
の

情
報

の
掲

載
と

同
時

に
、

提
供

国
政

府
が

指
定

し
た

当
局

に
自

動
通

知
が

送
信

さ
れ

ま
す

。
ま

た
、

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
の

シ
ス

テ
ム

に
お

い
て

、
提

供
国

情
報

は
、

ナ
シ

ョ
ナ

ル
レ

コ
ー

ド
（
国

の
公

式
な

記
録

）
と

し
て

掲
載

す
る

際
の

必
須

項
目

と
な

っ
て

い
ま

す
。

こ
の

た
め

、
提

供
国

の
掲

載
を

希
望

し
な

い
場

合
は

、
レ

フ
ァ

レ
ン

ス
レ

コ
ー

ド
（
参

考
記

録
）
の

扱
い

に
な

る
点

を
あ

ら
か

じ
め

ご
了

承
く
だ

さ
い

。

添
付

し
た

許
可

証
か

ら
の

情
報

の
転

載
を

希
望

し
な

い
場

合
は

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

3
 
/
 
4

様
式

第
２

（
第

２
章

第
１

の
１

（
１

）
若

し
く

は
３

及
び

第
２

又
は

第
５

の
１

（
３

）
関

係
）
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備
考 場

合
は

、
希

望
し

な
い

情
報

を
そ

れ
ぞ

れ
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
。

８
　

４
．

の
「

報
告

の
区

分
」

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

も
の

に
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
。

９
　

許
可

証
等

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
当

該
個

人
又

は
法

人
の

権
利

、
競

争
上

の
地

位
そ

の
他

正
当

な
利

益
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
情

報
は

除
く

こ
と

が
で

き
る

。
1
0
　

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

５
　

１
．

（
２

）
の

「
当

該
遺

伝
資

源
の

利
用

に
併

せ
て

利
用

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

当
該

遺
伝

資
源

に
関

連
す

る
伝

統
的

な
知

識
を

取
得

し
て

我
が

国
に

持
ち

込
ん

だ
場

合
」

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

も
の

に
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
。

６
　

２
．

の
「

遺
伝

資
源

の
利

用
（

研
究

及
び

開
発

）
に

係
る

事
項

」
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
も

の
に

チ
ェ

ッ
ク

す
る

こ
と

（
複

数
回

答
可

）
。

今
後

の
予

定
の

情
報

の
記

載
も

可
と

す
る

。
７

　
３

．
の

「
国

際
ク

リ
ア

リ
ン

グ
ハ

ウ
ス

へ
の

提
供

等
を

希
望

し
な

い
情

報
」

に
つ

い
て

は
、

遺
伝

資
源

の
取

得
に

係
る

情
報

の
う

ち
国

際
ク

リ
ア

リ
ン

グ
ハ

ウ
ス

へ
の

提
供

又
は

環
境

省
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

へ
の

掲
載

を
希

望
し

な
い

も
の

が
あ

る

２
　

報
告

者
の

氏
名

又
は

法
人

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
に

つ
い

て
は

、
英

語
に

よ
る

表
記

を
併

記
す

る
こ

と
。

３
　

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、

本
人

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
代

表
者

）
が

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
４

　
１

．
（

１
）

の
⑥

の
「

遺
伝

資
源

」
に

つ
い

て
は

、
遺

伝
資

源
の

学
名

が
明

ら
か

な
場

合
に

は
、

学
名

を
記

載
す

る
こ

と
。

ま
た

、
②

の
「

許
可

証
等

の
発

給
機

関
」

及
び

⑤
の

「
提

供
者

」
に

つ
い

て
は

、
英

語
に

よ
る

表
記

を
併

記
す

る
こ

と
。

１
　

報
告

者
が

法
人

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
「

報
告

者
の

氏
名

」
に

つ
い

て
は

、
法

人
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

を
記

載
し

、
「

報
告

者
の

住
所

」
に

つ
い

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

記
載

す
る

こ
と

。

4
 
/
 
4

様
式

第
２

（
第

２
章

第
１

の
１

（
１

）
若

し
く

は
３

及
び

第
２

又
は

第
５

の
１

（
３

）
関

係
）
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-

代
理

人
に

よ
る

報
告

-

連
絡

担
当

者
の

住
所

・
氏

名
が

報
告

者
と

異
な

る

-

↑

↑

報
告

者
と

の
関

係
又

は
所

属

電
子
メ
ー
ル

通
信

欄

電
話

番
号

氏
　

　
名

１
件
の
報
告
／
複
数
件
の
報
告
　
を
選
ん
で
く
だ
さ
い

ド
ロ

ッ
プ

ダ
ウ

ン
リ

ス
ト

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
選

択
す

る
と

、
下

の
チ

ェ
ッ

ク
欄

に
自

動
的

に
チ

ェ
ッ

ク
が

付
さ

れ
ま

す
。

手
書

き
の

場
合

は
、

下
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
の

該
当

す
る

も
の

１
つ

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く

だ
さ

い
。

１
件

の
報

告

複
数

件
の

報
告

：
別

紙

（
英

語
）

電
話

番
号

氏
　

　
名

法
人

番
号

報
告

者

（
日

本
語

）

氏
　

　
名

住
　

　
所

様
式

第
３

（
第

２
章

第
５

の
１

（
１

）
又

は
（

３
）

関
係

）

遺
伝

資
源

の
利

用
に

関
連

す
る

情
報

に
係

る
報

告
書

別
紙

情
報

に
補

足
が

あ
る

場
合

は
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

報
告

日

環
境

大
臣

　
殿

〒

住
　

　
所

電
子
メ
ー
ル

〒

電
子
メ
ー
ル 〒

本
枠

内
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

該
当

す
る

場
合

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

報
告

者
と

の
関

係
又

は
所

属

住
　

　
所

電
話

番
号

氏
　

　
名

印

印

報
告

書
提

出
日

（
西

暦
 y

yy
y/

m
/
d
形

式
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

報
告

者
が

個
人

の
場

合
は

氏
名

、
法

人
の

場
合

は
法

人
の

名
称

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
姓

と
名

の
間

に
は

全
角

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。
氏

名
を

自
筆

で
署

名
し

た
場

合
及

び
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

の
場

合
、

押
印

不
要

で
す

。

法
人

の
場

合
は

代
表

者
の

役
職

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

法
人

の
場

合
は

代
表

者
の

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
姓

と
名

の
間

に
は

全
角

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。

法
人

の
場

合
は

法
人

番
号

（
半

角
数

字
1
3
桁

）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

報
告

者
が

個
人

の
場

合
は

氏
名

、
法

人
の

場
合

は
法

人
の

名
称

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（
英

語
）

半
角

文
字

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
姓

と
名

の
間

に
は

半
角

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。

法
人

の
場

合
は

代
表

者
の

役
職

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（
英

語
）

法
人

の
場

合
は

代
表

者
の

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（
英

語
）

姓
と

名
の

間
に

は
半

角
ス

ペ
ー

ス
を

入
れ

て
く
だ

さ
い

。

ハ
イ

フ
ン

「
-
」
区

切
り

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
半

角
文

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
半

角
文

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

代
理

人
に

よ
る

報
告

（
提

出
者

が
個

人
の

代
理

又
は

法
人

の
外

部
の

者
の

場
合

等
）
の

場
合

チ
ェ

ッ
ク

し
、

住
所

、
報

告
者

と
の

関
係

又
は

所
属

、
氏

名
、

電
話

番
号

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

委
任

状
（
委

任
者

の
押

印
が

な
さ

れ
た

も
の

）
を

別
添

し
て

く
だ

さ
い

。
（
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

の
場

合
、

委
任

者
の

押
印

が
な

さ
れ

た
も

の
を

ス
キ

ャ
ン

し
て

添
付

）

代
理

人
と

報
告

者
と

の
関

係
、

又
は

代
理

人
の

所
属

情
報

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

代
理

人
に

よ
る

提
出

の
場

合
は

、
押

印
又

は
自

筆
署

名
が

必
要

で
す

。
た

だ
し

、
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

の
場

合
は

こ
の

限
り

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

（
電

子
証

明
に

よ
る

認
証

）

ハ
イ

フ
ン

「
-
」
区

切
り

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
半

角
文

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
半

角
文

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

本
報

告
に

関
し

て
環

境
省

か
ら

の
問

い
合

わ
せ

に
対

応
で

き
る

方
が

報
告

者
と

異
な

る
場

合
（
例

：
報

告
者

が
理

事
長

、
連

絡
担

当
者

が
庶

務
係

）
は

チ
ェ

ッ
ク

し
、

住
所

、
報

告
者

と
の

関
係

又
は

所
属

、
氏

名
、

電
話

番
号

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

連
絡

担
当

者
と

報
告

者
と

の
関

係
、

又
は

連
絡

担
当

者
の

所
属

情
報

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

特
別

に
連

絡
す

べ
き

事
項

が
あ

る
場

合
に

は
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

複
数

件
分

の
報

告
の

場
合

、
本

フ
ァ

イ
ル

中
、

「
様

式
３

一
括

報
告

別
紙

」
の

シ
ー

ト
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
こ

の
場

合
、

１
．

以
下

は
空

欄
で

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

な
お

、
一

括
で

き
る

も
の

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
報

告
期

限
を

越
え

な
い

範
囲

に
お

い
て

と
な

り
ま

す
。

本
体

と
別

紙
が

一
体

と
な

っ
て

い
な

い
場

合
は

、
フ

ァ
イ

ル
名

や
ヘ

ッ
ダ

ー
情

報
等

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

1
 
/
 
3
 

様
式

第
３

（
第

２
章

第
５

の
１

（
１

）
又

は
（

３
）

関
係

）
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１
．
報
告
に
係
る
遺
伝
資
源

↑

）

↑

３
．

遺
伝

資
源

の
利

用
の

分
野

d
)

）

f
)

）

４
．

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
へ

の
提

供
等

を
希

望
し

な
い

情
報

（
１
）
国
際
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス

報
告
者
に
係
る
情
報

報
告

者
の

氏
名

（
法

人
名

称
）

代
表

者
の

役
職

・
氏

名
（

法
人

の
場

合
）

報
告

者
の

住
所

報
告

者
の

電
話

番
号

報
告

者
の

電
子

メ
ー

ル

報
告
に
係
る
遺
伝
資
源

遺
伝
資
源
利
用
の
状
況

遺
伝

資
源

利
用

の
分

野

）

↑

（
２
）
環
境
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

報
告
者
に
係
る
情
報

報
告
に
係
る
遺
伝
資
源

遺
伝
資
源
利
用
の
状
況

遺
伝

資
源

利
用

の
分

野

報
告

の
区

分

）

↑

５
．

報
告

の
区

分

↑

２
．

遺
伝

資
源

の
利

用
の

状
況

a
)

b
)

c
)

補
足

事
項

（

「
補

足
事

項
」

に
チ

ェ
ッ

ク
し

た
場

合
は

具
体

的
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
遺

伝
資

源
の

取
得

の
機

会
及

び
そ

の
利

用
か

ら
生

ず
る

利
益

の
公

正
か

つ
衡

平
な

配
分

に
関

す
る

指
針

第
２

章
第

５
の

１
（

１
）

又
は

（
３

）
の

規
定

に
よ

り
、

遺
伝

資
源

の
利

用
に

関
連

す
る

情
報

に
つ

い
て

報
告

し
ま

す
。

a
)
～
c
)
か
ら
該
当
す
る
区
分
を
選
ん
で
く
だ
さ
い

ド
ロ

ッ
プ

ダ
ウ

ン
リ

ス
ト

か
ら

記
号

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

記
号

を
選

択
す

る
と

、
自

動
的

に
該

当
す

る
記

号
に

チ
ェ

ッ
ク

が
付

さ
れ

ま
す

。
手

書
き

の
場

合
は

、
下

の
a)

～
c)

の
該

当
す

る
記

号
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
１

つ
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

g
)

そ
の

他
（

a
)

化
粧

品

b
)

医
薬

品

c
)

食
料

品
又

は
飲

料
品

a
)

第
２

章
第

５
の

１
（

１
）

に
基

づ
く

報
告

（
取

得
者

に
よ

る
報

告
）

b
)

第
２

章
第

５
の

１
（

３
）

に
基

づ
く

報
告

（
遺

伝
資

源
を

利
用

す
る

者
に

よ
る

任
意

の
報

告
）

遺
伝

資
源

を
利

用
中

で
あ

る

遺
伝

資
源

を
利

用
し

て
い

た
が

、
現

在
は

利
用

し
て

い
な

い

非
商

業
的

な
目

的
の

研
究

そ
の

他
（

植
物

育
種

e
)

そ
の

他
の

製
品

や
品

種
の

開
発

（
分

野
：

補
足

事
項

（

「
補

足
事

項
」

に
チ

ェ
ッ

ク
し

た
場

合
は

具
体

的
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

a
)
~
b
)
か
ら
該
当
す
る
区
分
を
選
ん
で
く
だ
さ
い

ド
ロ

ッ
プ

ダ
ウ

ン
リ

ス
ト

か
ら

記
号

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

記
号

を
選

択
す

る
と

、
自

動
的

に
該

当
す

る
記

号
に

チ
ェ

ッ
ク

が
付

さ
れ

ま
す

。
手

書
き

の
場

合
は

、
下

の
a)

～
c)

の
該

当
す

る
記

号
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
１

つ
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

「
そ

の
他

」
に

チ
ェ

ッ
ク

し
た

場
合

は
具

体
的

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

様
式

１
又

は
様

式
２

に
よ

り
取

得
時

に
報

告
し

た
遺

伝
資

源
名

又
は

国
際

遵
守

証
明

書
の

固
有

の
識

別
記

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
同

じ
名

称
の

遺
伝

資
源

の
取

得
の

報
告

を
複

数
回

行
っ

て
い

る
場

合
は

環
境

省
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
上

で
の

管
理

番
号

を
付

記
す

る
等

、
ど

の
報

告
に

相
当

す
る

も
の

か
を

明
示

し
て

く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

記
号

を
ド

ロ
ッ

プ
ダ

ウ
ン

リ
ス

ト
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
自

動
的

に
該

当
す

る
記

号
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

チ
ェ

ッ
ク

が
付

さ
れ

ま
す

。
手

書
き

で
記

入
す

る
場

合
は

、
該

当
す

る
記

号
１

つ
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

２
．

で
a)

又
は

b
)と

回
答

し
た

場
合

、
該

当
す

る
も

の
に

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。
e
)又

は
g)

の
場

合
は

、
具

体
的

な
分

野
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
複

数
分

野
で

利
用

し
た

場
合

、
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

チ
ェ

ッ
ク

又
は

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

以
下

は
、

掲
載

を
希

望
し

な
い

項
目

に
全

て
に

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。
こ

れ
に

よ
り

が
た

い
場

合
は

「
補

足
事

項
」
に

チ
ェ

ッ
ク

の
上

、
具

体
的

に
記

述
し

て
く
だ

さ
い

。

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
の

登
録

様
式

に
お

い
て

は
、

報
告

者
に

係
る

情
報

と
し

て
、

氏
名

（
又

は
法

人
の

名
称

）
に

加
え

て
、

代
表

者
の

役
職

・
氏

名
、

電
話

番
号

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

の
入

力
欄

が
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の

う
ち

、
掲

載
を

希
望

し
な

い
項

目
が

あ
れ

ば
、

具
体

的
に

項
目

を
指

定
し

て
く
だ

さ
い

。

１
．

に
相

当

２
．

に
相

当

３
．

に
相

当

特
記

す
べ

き
事

項
が

あ
る

場
合

、
「
補

足
事

項
」
に

チ
ェ

ッ
ク

の
上

、
具

体
的

に
記

述
し

て
く
だ

さ
い

。

環
境

省
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

お
い

て
、

報
告

者
に

係
る

情
報

と
し

て
掲

載
す

る
の

は
、

報
告

者
の

氏
名

（
又

は
法

人
名

称
）
の

み
で

す
。

１
．

に
相

当

２
．

に
相

当

３
．

に
相

当

５
．

に
相

当

特
記

す
べ

き
事

項
が

あ
る

場
合

、
「
補

足
事

項
」
に

チ
ェ

ッ
ク

の
上

、
具

体
的

に
記

述
し

て
く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

記
号

を
ド

ロ
ッ

プ
ダ

ウ
ン

リ
ス

ト
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
自

動
的

に
該

当
す

る
記

号
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

チ
ェ

ッ
ク

が
付

さ
れ

ま
す

。
手

書
き

で
記

入
す

る
場

合
は

、
該

当
す

る
記

号
１

つ
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。
環

境
大

臣
に

よ
る

報
告

の
求

め
を

受
け

て
い

る
場

合
は

a)
、

自
主

的
な

報
告

は
b
)を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
b
)の

場
合

、
様

式
第

1
又

は
第

2
を

併
せ

て
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

様
式

第
1
又

は
２

を
既

に
提

出
し

て
あ

る
場

合
は

、
「
１

．
報

告
に

係
る

遺
伝

資
源

」
の

欄
に

、
対

応
す

る
様

式
１

又
は

２
の

環
境

省
管

理
番

号
を

明
記

す
る

こ
と

に
よ

り
、

添
付

を
省

略
で

き
ま

す
。
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備
考

１
　

報
告

者
が

法
人

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
「

報
告

者
の

氏
名

」
に

つ
い

て
は

、
法

人
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

を
記

載
し

、

「
報

告
者

の
住

所
」

に
つ

い
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
　

報
告

者
の

氏
名

又
は

法
人

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
に

つ
い

て
は

、
英

語
に

よ
る

表
記

を
併

記
す

る
こ

と
。

３
　

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、

本
人

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、

そ
の

代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
　

１
．

（
１

）
の

⑥
の

「
遺

伝
資

源
」

に
つ

い
て

は
、

遺
伝

資
源

の
学

名
が

明
ら

か
な

場
合

に
は

、
学

名
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式

第
１

に
よ

り
報

告
し

た
場

合
は

、
国

際
遵

守
証

明
書

の
固

有
の

識
別

記
号

の
記

載
も

可
と

す
る

。

５
　

２
．

の
「

遺
伝

資
源

の
利

用
の

状
況

」
と

は
、

研
究

、
開

発
、

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
、

商
業

化
前

、
商

業
化

等
の

い
ず

れ
か

の

段
階

に
あ

る
こ

と
又

は
あ

っ
た

こ
と

を
い

い
、

a
)
、

b
)
又

は
c
)
の

う
ち

該
当

す
る

い
ず

れ
か

の
も

の
に

チ
ェ

ッ
ク

す
る

こ
と

。

c
)
の

場
合

は
、

そ
の

具
体

的
な

状
況

を
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

、
遺

伝
資

源
を

廃
棄

し
た

た
め

利
用

し
て

い
な

い
場

合
に

は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。

６
　

３
．

の
「

遺
伝

資
源

の
利

用
の

分
野

」
に

つ
い

て
は

、
２

．
で

a
)
又

は
b
)
と

回
答

し
た

場
合

、
該

当
す

る
も

の
に

チ
ェ

ッ
ク

す
る

こ
と

（
複

数
回

答
可

）
。

７
　

４
．

の
「

国
際

ク
リ

ア
リ

ン
グ

ハ
ウ

ス
へ

の
提

供
等

を
希

望
し

な
い

情
報

」
に

つ
い

て
は

、
遺

伝
資

源
の

取
得

に
係

る
情

報

の
う

ち
国

際
ク

リ
ア

リ
ン

グ
ハ

ウ
ス

へ
の

提
供

又
は

環
境

省
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

へ
の

掲
載

を
希

望
し

な
い

も
の

が
あ

る
場

合
は

、

希
望

し
な

い
情

報
を

そ
れ

ぞ
れ

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。

８
　

５
．

の
「

報
告

の
区

分
」

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

も
の

に
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
。

９
　

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。
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